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   知多市保育補助者雇上強化事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、保育士の業務の負担を軽減することによって、保育士の離職

防止を図り、保育に係る人材の確保を行うことを目的として、保育士資格を持た

ない保育補助者を雇い上げる保育事業者に対し、予算の範囲内で知多市保育補助

者雇上強化事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、知

多市社会福祉法人の助成に関する条例（昭和５３年知多市条例第２３号）及び知

多市補助金等交付規則（平成４年知多市規則第２１号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、必要事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助対象者は、市内において児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第

３５条第４項の規定により設置された民間の保育所、同法第６条の３第１０項に

規定する小規模保育事業及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第７項に規定する幼保

連携型認定こども園（以下「民間保育所等」という。）を運営する保育事業者と

する。 

（補助対象事業） 

第３条 補助対象事業は、「保育人材確保事業の実施について（平成２９年４月１

７日付け雇児発０４１７第２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）」に定

める「保育補助者雇上強化事業実施要綱」に基づき行う事業とする。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は、保育補助者雇上強化事業を実施するた

めに必要な報酬、給料、職員手当等、賃金、共済費、需用費、役務費、委託料、

使用料及び賃借料とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、雇上げを行う保育補助者に係る給料等が、子ども・

子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第１１条に規定する子どものための教

育・保育給付その他の補助金等の交付対象となるときは、本補助金の交付対象と

しない。 
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（補助金の額） 

第５条 補助金の交付額は、「保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について

（平成３０年１０月１７日付け厚生労働省発子１０１７第５号厚生労働事務次官

通知）」別紙「保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」別表に規定する基準額

と補助対象経費のいずれか少ない方の額とする。ただし、算定された額に１，０

００円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「補助事業者」という。）は、知

多市保育補助者雇上強化事業補助金交付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類

を添えて、市長が定める期日までに提出しなければならない。 

(1) 収支予算書  

(2) 補助申請額算出基礎資料 

(3) 保育所体制確認表  

(4) 配置されている人員全員が保育所に雇用されていることを証明する書類  

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

（交付決定） 

第７条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、

補助金の交付の適否を決定するものとする。 

２ 市長は、交付の決定をしたとき及びこれに条件を付けたときは、速やかに知多

市保育補助者雇上強化事業補助金交付決定通知書（第２号様式）により、その決

定の内容及びこれに付けた条件を申請者に通知するものとする。 

（申請の取下げ） 

第８条 規則第８条第１項に規定する申請の取下げ期日は、交付決定の通知を受け

た日から３０日以内とし、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならな

い。 

（計画変更の承認） 

第９条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ知

多市保育補助者雇上強化事業補助金計画変更申請書（第３号様式）を市長に提出

し、その承認を受けなければならない。 
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 （変更決定の通知） 

第１０条 市長は、計画変更を承認したときは、速やかに知多市保育補助者雇上強

化事業費補助金変更交付決定通知書（第４号様式）により、補助事業者に通知す

るものとする。 

（実績報告） 

第１１条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了した日から起算して３

０日を経過した日又は翌年度の４月３０日のいずれか早い期日までに、知多市保

育補助者雇上強化事業補助金実績報告書（第５号様式）に、次に掲げる書類を添

えて市長に提出しなければならない。 

(1) 収支決算書 

(2) 補助実績額算出基礎資料 

(3) 事業実施期間中に該当者が配置されたことを証明する書類  

(4) 保育補助者実習等修了証明書 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

（額の確定等） 

第１２条 市長は、交付すべき補助金の額を確定したときは、知多市保育補助者雇

上強化事業補助金確定通知書（第６号様式）により補助事業者に通知するものと

する。 

（交付） 

第１３条 補助金は、額の確定後に交付する。ただし、規則第１８条第２項の規定

により概算払又は前金払をすることができる。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、知多

市保育補助者雇上強化事業補助金交付請求書（第７号様式）を市長に提出しなけ

ればならない。 

 （委任） 

第１４条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 
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 （失効） 

２ この要綱は、令和１０年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要綱

の規定に基づき、現に補助金の交付の決定を受けた補助事業に係る規定について

は、同日後も、なおその効力を有する。 
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第１号様式（第６条関係） 

知多市保育補助者雇上強化事業費補助金交付申請書 

  年  月  日  

 知多市長        様 

 申請者 住    所              

     氏名又は名称              

          電 話 番 号              

 

     年度において保育補助者雇上強化事業を行うため、次のとおり知多市保育

補助者雇上強化事業費補助金の交付を申請します。 

 

交 付 申 請 額 円   

補 助 事 業 の 目 的 
 

 

事 業 期 間     年  月  日から    年  月  日まで 

総 事 業 費 円   

補 助 対 象 経 費 円   

添 付 書 類 
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第２号様式（第７条関係） 

知多市保育補助者雇上強化事業費補助金交付決定通知書 

知多市 指令 第   号  

  年  月  日  

             様 

知多市長          印  

 

     年  月  日付けで交付申請のあったことについては、次のとおり交

付決定したので、知多市保育補助者雇上強化事業費補助金交付要綱第７条の規定に

より通知します。 

 

交 付 決 定 額 円   

交 付 の 条 件 
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第３号様式（第９条関係） 

知多市保育補助者雇上強化事業費補助金計画変更申請書 

  年  月  日  

 知多市長        様 

 申請者 住    所              

     氏名又は名称              

          電 話 番 号              

 

     年  月  日付け知多市 指令 第   号で交付決定を受けた事業

について、計画を変更したいので、次のとおり申請します。 

 

変更後の補助金額 円   

計 画 変 更 の 理 由 

 

 

 

 

計 画 変 更 の 内 容 

 

 

 

 

備考 「計画変更の内容」欄は、交付申請書に記載した事項又は添付書類に記載し

た事項について、変更前と変更後が比較対照できるように記載しなければなら

ない。 
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第４号様式（第１０条関係） 

知多市保育補助者雇上強化事業費補助金変更交付決定通知書 

知多市 指令 第   号  

  年  月  日  

             様 

知多市長          印  

 

     年  月  日付け計画変更申請書により、    年  月  日付

け知多市 指令 第   号で通知した交付決定について次のとおり変更決定した

ので、知多市保育補助者雇上強化事業費補助金交付要綱第１０条の規定により通知

します。 

 

変 更 交 付 決 定 額 円   

交 付 の 条 件 
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第５号様式（第１１条関係） 

知多市保育補助者雇上強化事業費補助金実績報告書 

  年  月  日  

 知多市長        様 

 申請者 住    所              

     氏名又は名称              

          電 話 番 号              

 

     年  月  日付け知多市 指令 第   号で補助金の交付決定を受

けた事業が完了したので、次のとおり報告します。 

 

交 付 決 定 額 円   

実 施 期 間 
 

 

添 付 書 類 
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第６号様式（第１２条関係） 

知多市保育補助者雇上強化事業費補助金確定通知書 

知 発第   号  

  年  月  日  

             様 

知多市長          印  

 

     年  月  日付けで実績報告のあった補助事業については、次のとお

り補助金の額を確定したので、知多市保育補助者雇上強化事業費補助金交付要綱第

１２条の規定により通知します。 

 

交 付 決 定 額 円   

確 定 額 円   
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第７号様式（第１３条関係） 

知多市保育補助者雇上強化事業費補助金交付請求書 

  年  月  日  

 知多市長        様 

 申請者 住    所              

     氏名又は名称              

          電 話 番 号              

 

     年  月  日付け       第  号で補助金の交付決定又は補

助金額の確定を受けた事業について、次のとおり請求します。 

 

請 求 金 額 円   

交 付 決 定 

又 は 確 定 額 
円   

上記のうち受領済額 円   

振 込 口 座 

金融機関名 
 

店   名 
 

預金の種類 
 

口座番号 
 

フ リ ガ ナ  

口座名義人  

 


